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　孤独・孤立に悩む方々に各種の支援策がより着実に届くよう、住民に身近な存在であ
る地方自治体やＮＰＯ等関係団体の連携強化を緊急に行って、地方自治体における孤
独・孤立対策を充実することを目的とする。 

　具体的には、地方自治体等において、官・民・ＮＰＯ等の関係者による地方版孤独・
孤立対策官民連携プラットフォーム（以下、「連携ＰＦ」という。）の形成を前提とし
て、孤独・孤立対策の充実に取り組む活動を側面から支援するとともに、それらによる
連携ＰＦの形成に向けた取組過程について調査・分析を行い、全国の自治体に共有する
調査研究事業を内閣官房が実施する。 

＜ポイント＞ 
　１）孤独・孤立対策に関する協議体が形成されること 
　２）孤独・孤立対策に取り組むことを住民に周知すること 
　３）事業費支援を活用し、自治体内の孤独・孤立対策を充実させること  









（１）行政の施策や取組に接触しないが、困っている方々をどう支援す　
　　　るか 

　本年４月に公表された「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」で
は、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人のうち83.7%もの
人が行政機関やＮＰＯ等の民間団体から困りごとに対する支援（対価を
直接支払うものを除く。）を受けていないという結果が出ている。 

　孤独感を持つ方の大半が、社会福祉や公的扶助をはじめとする施策に
対し、積極的にアクセスはしない現状が伺える。このような現状に対処
するための方策、例えば、広報周知の工夫、アウトリーチ型支援、無関
心層の取り込みができないかを議論することが考えられる。　  



（２）孤独・孤立の問題を抱えないための予防的な対応ができないか 

　地域内につながりをつくる場づくり、役割づくりが自治体でどのよう
に行われているか事例共有し、議論することが考えられる。 

　場づくりについては、交流目的や支援目的といった機能面から見た居
場所、子ども、若者、ホームレスなど相談者の状況に応じた居場所など
様々な分類が考えられるが、孤独・孤立の予防や解消にもなるような居
場所づくりの活動に対して、その多様性を認めつつ、幅広く支援ができ
ないかを検討することが考えられる。 

　役割づくりについては、支援対象となる方には支援を受けてもらうと
いった発想だけでなく、地域社会の中で何らかの役割を担ってもらう働
きかけや活動ができないか検討することが考えられる。



　孤独・孤立の問題を抱えている、あるいは孤独・孤立に至りやすいと現
在一定程度認識されている当事者を複数抱える方々が自治体にどれぐらい
いるか、現状は対応できているか、今後はどのように対処するかを議論す
ることが考えられる。 
　
　当事者は、例えば、生活困窮状態の人、ひきこもりの状態にある人、メ
ンタルヘルスの問題を抱える人、妊娠・出産期の女性、子育て期の親、ひ
とり親、新型コロナウイルス感染拡大に起因する不本意な退職や収入減な
ど様々な困難や不安を抱える女性、ＤＶ等の被害者、子ども・若者、学生、
不登校の児童生徒、中卒者や高校中退者で就労等をしていない人、独居高
齢者、求職者、中高年者、社会的養護出身の人、非行・刑余者、薬物依存
等を有する人、犯罪被害者、被災者、心身の障害あるいは発達障害等の障
害のある人や難聴等の人、難病等の患者、外国人、在外邦人、ケアラー、
LGBTQの方等が考えられる。 


